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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、
　データ信号をスイッチング素子を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、
　上記複数の信号配線と交差するように配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電
極に接続された複数の走査配線と、
　上記複数の信号配線にデータ信号を出力するための信号配線駆動回路とを備え、
　上記複数の走査配線は順次選択されるようになっており、
　上記信号配線駆動回路は、選択される走査配線が変わるたびに、信号配線に出力するデ
ータ信号の極性を反転させるようになっているアクティブマトリクス型液晶表示装置にお
いて、
　Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３原色と、Ｙ（黄）、Ｍ（マゼンタ）、およびＣ（シ
アン）からなる群より選ばれる１色または３色とで構成される４色または６色のサブ画素
を有し、
　個々の画素は、走査配線の方向に沿って１列に並ぶように配列された偶数個のサブ画素
からなり、
　走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子の制御
電極が、異なる走査配線に接続されていることを特徴とするアクティブマトリクス型液晶
表示装置。
【請求項２】
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　上記信号配線駆動回路は、個々の画素内における隣り合う２つのサブ画素に対して異な
る極性のデータ信号を供給するようになっていることを特徴とする請求項１記載のアクテ
ィブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項３】
　各々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、
　データ信号をスイッチング素子を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、
　上記複数の信号配線と交差するように配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電
極に接続された複数の走査配線とを備える液晶表示パネルにおいて、
　Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３原色と、Ｙ（黄）、Ｍ（マゼンタ）、およびＣ（シ
アン）からなる群より選ばれる１色または３色とで構成される４色または６色のサブ画素
を有し、
　個々の画素は、走査配線の方向に沿って１列に並ぶように配列された偶数個のサブ画素
からなり、
　走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子の制御
電極が、異なる走査配線に接続されており、
　走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号の極性が逆極性であ
ることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項４】
　各々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、
　データ信号をスイッチング素子を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、
　上記複数の信号配線と交差するように配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電
極に接続された複数の走査配線と、
　上記複数の信号配線にデータ信号を出力するための信号配線駆動回路とを備え、
　上記複数の走査配線は順次選択されるようになっており、
　上記信号配線駆動回路は、選択される走査配線が変わるたびに、信号配線に出力するデ
ータ信号の極性を反転させるようになっているアクティブマトリクス型液晶表示装置にお
いて、
　Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３原色と、Ｙ（黄）、Ｍ（マゼンタ）、およびＣ（シ
アン）からなる群より選ばれる少なくとも１色とで構成される４色以上のサブ画素を有し
、
　個々の画素は、走査配線の方向に沿った複数列に分割され、かつ、これら複数列の少な
くとも１つに偶数個が並ぶように配置された３個以上のサブ画素からなり、
　走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子の制御
電極が、異なる走査配線に接続されていることを特徴とするアクティブマトリクス型液晶
表示装置。
【請求項５】
　各々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、
　データ信号をスイッチング素子を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、
　上記複数の信号配線と交差するように配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電
極に接続された複数の走査配線とを備える液晶表示パネルにおいて、
　Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３原色と、Ｙ（黄）、Ｍ（マゼンタ）、およびＣ（シ
アン）からなる群より選ばれる少なくとも１色とで構成される４色以上のサブ画素を有し
、
　個々の画素は、走査配線の方向に沿った複数列に分割され、かつ、これら複数列の少な
くとも１つに偶数個が並ぶように配置された３個以上のサブ画素からなり、
　走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子の制御
電極が、異なる走査配線に接続されており、
　走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号の極性が逆極性であ
ることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項６】
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　各々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、
　データ信号をスイッチング素子を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、
　上記複数の信号配線と交差するように配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電
極に接続された複数の走査配線と、
　上記複数の信号配線にデータ信号を出力するための信号配線駆動回路とを備えるアクテ
ィブマトリクス型液晶表示装置において、
　Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３原色と、Ｙ（黄）、Ｍ（マゼンタ）、およびＣ（シ
アン）からなる群より選ばれる１色または３色とで構成される４色または６色のサブ画素
を有し、
　個々の画素は、走査配線の方向に沿って１列に並ぶように配列された偶数個のサブ画素
からなり、
　上記信号配線駆動回路は、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素が接続された２つ
の信号配線に対して異なる極性のデータ信号を出力するようになっていることを特徴とす
るアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項７】
　個々の画素は、４個のサブ画素からなり、
　上記信号配線駆動回路は、隣り合う８本の信号配線に対して供給するデータ信号の極性
が、正、負、負、正、負、正、正、負となるように、データ信号を出力するものであるこ
とを特徴とする請求項６記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶テレビやコンピュータ用ディスプレイ等として利用可能であり、１つの
画素が複数個の異なる色のサブ画素で構成されるアクティブマトリクス型液晶表示装置、
およびそれに用いる液晶表示パネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の一般的なカラーのアクティブマトリクス型液晶表示装置は、各画素がＲ（赤）、
Ｇ（緑）、およびＢ（青）の３つのサブ画素で構成されている。各画素を構成するサブ画
素の配列としては、現在の大型液晶テレビの全てにおいて、Ｒ、Ｇ、およびＢを１列に並
べたストライプ配列が採用されている。
【０００３】
　しかしながら、従来の一般的なカラーのアクティブマトリクス型液晶表示装置は、ＣＲ
Ｔ（Cathode Ray Tube）ディスプレイやプラズマディスプレイと比較すると、色再現範囲
が狭い。
【０００４】
　そこで、従来から、各画素を構成するサブ画素の数を増やして、４色、もしくはそれ以
上の数のサブ画素で各画素を構成することで、色再現範囲の拡大あるいは輝度の向上を実
現する方法が提案されている（特許文献１～４参照）。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、色再現範囲を拡大するために、ＲＧＢの３原色の発色部に赤
の負感度部分の波長範囲の発色特性を有する第４の発色部を追加したカラー映像システム
が開示されている。また、特許文献２には、カラーフィルターを用いた液晶表示装置にお
いて、色再現範囲を拡大するために、ＲＧＢの３原色のカラーフィルタにＹ（黄）のカラ
ーフィルタを追加した液晶表示装置が開示されている。また、特許文献３には、色再現性
を維持しながら輝度を向上させるために、ＲＧＢの３原色の画素に白色（Ｗ）の画素を追
加した液晶表示装置が開示されている。また、特許文献４には、ＲＧＢの３原色のサブ画
素にＹ（黄）のサブ画素を追加した液晶表示装置が開示されている。さらに、特許文献４
には、サブ画素を、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙ、およびＣ（シアン）の５色にした構成、およびサブ
画素を、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙ、Ｃ、およびＭ（マゼンタ）の６色にした構成も開示されている
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。
【０００６】
　ところで、各画素がＲ、Ｇ、およびＢの３つのサブ画素で構成された従来の一般的なカ
ラーのアクティブマトリクス型液晶表示装置において、液晶テレビ用途では、一般的に、
液晶パネルの駆動方法としてドット反転駆動と呼ばれる駆動方法が採用されている。
【０００７】
　なぜなら、液晶パネルの駆動方法としてドット反転駆動を採用しない場合、例えばライ
ン反転駆動を採用した場合には、単色ベタ画面を表示したときに、横方向で画素電位が揃
うことになる。その結果、単色ベタ画面を表示したときに、走査配線ごとの画素電位の微
少なズレによって発生する水平ライン間での透過率の差が認識されやすくなる現象、すな
わちいわゆるフリッカ（ラインフリッカ）と呼ばれる現象が発生しやすい。このため、表
示品位の基準が厳しいテレビ用途（特に大型テレビの用途）では、高い表示品位を確保す
るために、液晶表示パネルの駆動方法としてドット反転駆動が広く採用されている。
【０００８】
　図６は、従来のＲＧＢストライプ配列の液晶表示パネルに採用されているドット反転駆
動方式を示すものである。なお、図６において、液晶表示パネルを構成する画素および配
線（走査配線および信号配線）については、代表的なもののみを図示している。また、図
６において、各サブ画素に示す「Ｒ」、「Ｇ」、または「Ｂ」の記号は、そのサブ画素の
色が、赤、緑、または青であることを示し、各サブ画素に示す「＋」または「－」の記号
は、そのサブ画素に印加されるデータ信号（信号電圧）の極性を示す。
【０００９】
　ドット反転駆動について、図６を用いて以下に説明する。
【００１０】
　カラーのアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図６に示すように、液晶表示パネル
１０１と、ソースドライバ１０２とを備えている。
【００１１】
　液晶表示パネル１０１は、平行に配設された複数の走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１
と、該走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１と直交する複数の信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓ
ｎ＋２・Ｓｎ＋３・…と、上記走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１および信号配線Ｓｎ・
Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…の交差点に対応してそれぞれ配置された複数のサブ画
素ＳＰｘとを備えている。これらのサブ画素ＳＰｘは、それぞれスイッチング素子として
のＴＦＴ（薄膜トランジスタ）１１０を介して信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ
＋３・…に接続されている。より詳細には、ＴＦＴ１１０のドレイン電極がサブ画素ＳＰ
ｘの画素電極に接続され、ＴＦＴ１１０のソース電極が信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋
２・Ｓｎ＋３・…に接続されている。ＴＦＴ１１０は、ゲート電極が走査配線Ｇｎ－１・
Ｇｎ・Ｇｎ＋１に接続されており、図示しないゲートドライバから走査配線Ｇｎ－１・Ｇ
ｎ・Ｇｎ＋１に付与される走査信号の電位がオンレベル（ハイレベルまたはローレベル）
であるかオフレベル（ローレベルまたはハイレベル）であるかによってオン／オフ制御さ
れる。走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１に付与される走査信号の電位は、順次オンレベ
ルとなり、複数の走査信号の電位は同時にオンレベルとはならない。
【００１２】
　この液晶表示パネル１０１では、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３つのサブ画素ＳＰ
ｘが、１つの画素を構成しており、走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１の方向に沿って一
列に並ぶように配列されている（この配列を「ＲＧＢストライプ配列」と呼ぶ）。
【００１３】
　ソースドライバ１０２は、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…を介して
ＴＦＴ１１０のソース電極にデータ信号を出力する。したがって、ソースドライバ１０２
は、走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１の電位がオンレベルである時に、サブ画素ＳＰｘ
にデータ信号を印加するようになっている。そして、ソースドライバ１０２は、ドット反
転駆動を実現するために、隣り合う信号配線に異なる極性を持つデータ信号を出力するよ
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うになっている。また、ソースドライバ１０２は、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・
Ｓｎ＋３・…の方向（縦方向）に隣り合うサブ画素ＳＰｘに異なる極性のデータ信号が印
加されるように、走査配線Ｇｎの電位がオンレベルである時と、その走査配線Ｇｎ－１・
Ｇｎ＋１の電位がオンレベルである時とで、異なる極性のデータ信号を出力するようにな
っている。
【００１４】
　走査配線Ｇｎにオン信号（オンレベルの走査信号）が入力されたとき、信号配線Ｓｎに
は正極性のデータ信号（対向電極の電位より正極性側の電位を持つデータ信号）が、信号
配線Ｓｎ＋１には負極性のデータ信号（対向電極の電位より負極性側の電位を持つデータ
信号）が、信号配線Ｓｎ＋２には正極性のデータ信号がそれぞれソースドライバ１０２か
ら入力される。すなわち、隣り合う信号配線には、逆極性のデータ信号がソースドライバ
１０２から出力される。これにより、走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１の方向（横方向
）に隣り合うサブ画素ＳＰｘは、逆極性の電位に充電される。
【００１５】
　次に、走査配線Ｇｎの電位がオフレベルとなり走査配線Ｇｎ＋１にオン信号が入力され
たときには、信号配線Ｓｎ、Ｓｎ＋２、…には負極性のデータ信号がソースドライバ１０
２から入力され、信号配線Ｓｎ＋１、Ｓｎ＋３・…には正極性のデータ信号がソースドラ
イバ１０２から入力される。これにより、横方向に隣り合うサブ画素ＳＰｘに逆極性の電
位が充電されるのに加えて、縦方向に隣り合うサブ画素ＳＰｘにも逆極性の電位が充電さ
れる。
【００１６】
　以上のようにして、上記従来の液晶表示装置では、隣り合う信号配線に入力するデータ
信号の極性を反転させることで、隣り合うサブ画素ＳＰｘに印加される電位を反転させる
駆動方法（ドット反転駆動）を実現している。そして、従来の液晶表示装置では、１つの
画素を構成するサブ画素ＳＰｘの数が奇数であるため、隣り合うサブ画素に印加される電
位を反転させることで、隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに印加されるデータ信号の極性も
反転する。
【００１７】
　しかしながら、走査配線方向に１列に並ぶサブ画素の数が１画素あたり偶数個である液
晶表示装置にドット反転駆動を採用した場合、フリッカなどの問題が生じやすい。色再現
範囲あるいは輝度を向上させるために１画素を構成するサブ画素数を４個にした液晶表示
装置、例えば特許文献１～３の液晶表示装置では、サブ画素の配列は、４個のサブ画素を
走査配線方向に沿って１列に並べた配列（以下、「４×１ストライプ配列」と称する）、
あるいは４個のサブ画素を２個ずつに分けて各々を走査配線方向に沿って１列に並べた配
列（以下、「２×２配列」と称する）となっている。したがって、いずれの配列において
も、走査配線方向に沿って１列に並ぶサブ画素の数が１画素あたり偶数個となっている。
【００１８】
　この場合、ドット反転駆動を採用すると、隣り合うサブ画素間では画素電位（サブ画素
の画素電極に印加される電圧）の極性が反転するが、隣り合う同色のサブ画素間では画素
電位の極性が揃ってしまう。例えば、図７に示すように、前述した図６に示す液晶表示装
置において、各画素が、４×１のストライプ配列で配列されたＲ、Ｙ、Ｇ、およびＢのサ
ブ画素からなる構成（４ＲＹＧＢストライプ）の液晶表示パネル１１１を液晶表示パネル
１０１に代えて用いる。また、４×１ストライプ配列用のデータ信号を出力するが、出力
データ信号の極性についてはソースドライバ１０２と同様であるソースドライバ１１２を
、ソースドライバ１０２に代えて用いる。図７に示す液晶表示装置では、隣り合う同色の
サブ画素に印加されるデータ信号の極性が同一となり、同色のサブ画素に印加されるデー
タ信号の極性が１水平ライン（走査配線方向に沿って１列に並ぶサブ画素に対応する）に
わたって揃ってしまう。すなわち、赤色および緑色のサブ画素の全てに正極性のデータ信
号が印加され、黄色および青色のサブ画素の全てに負極性のデータ信号が印加される。
【００１９】



(6) JP 4578915 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

　そのため、走査配線方向に１列に並ぶサブ画素の数が１画素あたり偶数個である液晶表
示装置にドット反転駆動を採用しても、フリッカなどの問題を解決することができず、フ
リッカなどの表示不良が発生するという問題がある。これは、テレビ用の液晶表示装置に
おいては特に問題となる。
【００２０】
　また、スイッチング素子の制御電極を接続する方向の反転とライン反転駆動とを組み合
わせることによって擬似的にドット反転駆動を実現する、擬似ドット反転駆動と呼ばれる
駆動方法も提案されている（特許文献５～８参照）。
【００２１】
　例えば、特許文献５には、アクティブマトリクス型液晶表示装置において、隣り合う２
本の走査電極に沿って設けられたスイッチング素子について、その制御電極を交互に異な
る側の走査電極と接続し、走査電極の選択が移る度に信号電極に印加される電圧の極性を
反転させることで、画面の各ドット毎に印加電圧の極性を反転し、その結果としてフリッ
カを抑制することが開示されている。
【００２２】
　また、特許文献６には、アクティブマトリクス型液晶表示装置において、同一の走査線
によって駆動される画素を信号線１本毎に上下にずらし、縦スジ、横スジの妨害を視認し
難くすることが開示されている。
【００２３】
　また、特許文献７には、隣り合う２本の走査信号線間にある２個の薄膜トランジスタは
、各々のゲート電極は互に異なる走査信号線に接続されたアクティブマトリクス型液晶表
示装置であって、擬似ドット反転駆動を行う液晶表示装置が開示されている。
【００２４】
　また、特許文献８には、アクティブマトリクス型液晶表示装置において、同一の走査信
号線にＴＦＴ（スイッチング素子）を介して接続される画素電極を、画素マトリクスにお
ける同一行に配置するのではなく、上下にずらして、隣り合う２行に分散的に配置する千
鳥構造により、擬似的にドット反転駆動を実現することが開示されている。
【００２５】
　しかしながら、この擬似ドット反転駆動も、走査配線方向に１列に並ぶサブ画素の数が
１画素あたり偶数個である液晶表示装置に用いると、隣り合う同色のサブ画素に印加され
るデータ信号の極性が同一となり、同色のサブ画素に印加されるデータ信号の極性が１水
平ライン（走査配線方向に沿って１列に並ぶサブ画素に対応する）にわたって揃ってしま
う。この結果、フリッカなどの表示不良が発生するという問題がある。
【００２６】
　また、非特許文献１では、各画素が、２行×２列のチェス盤形に配列されたＲ（赤）、
Ｇ（緑）、Ｂ（青）、およびＷ（白）の４つのサブ画素からなるＴＦＴ液晶ディスプレイ
において、隣り合うサブ画素間で極性を反転させたときに発生する問題（ラインフリッカ
および水平方向のクロストーク）を解決するために、隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置
を異ならせて画素ごとに極性を反転させることが提案されている（非特許文献１の図３参
照）。また、非特許文献１には、各画素が、２行×２列のチェス盤形に配列されたＲ、Ｇ
、Ｂ、およびＷの４つのサブ画素からなる液晶ディスプレイにおいて、任意の行の中の同
じ色を持つサブ画素が全て同じ極性を持つ場合に発生する問題を解決するために、Ｎ行×
２列の単位で極性反転が可能なデータドライバＩＣを使用することが開示されている。
【特許文献１】特開平３－９２８８８号公報（１９９１年４月１８日公開）
【特許文献２】特開２００１－２０９０４７号公報（２００１年８月３日公開）
【特許文献３】特開２００４－１０２２９２号公報（２００４年４月２日公開）
【特許文献４】国際公開第０３／０８８２０３号パンフレット（WO 03/088203 A1）（２
００３年１０月２３日公開）
【特許文献５】特開平４－２２３４２８号公報（１９９２年８月１３日公開）
【特許文献６】特開平４－３０９９２６号公報（１９９２年１１月２日公開）
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【特許文献７】特開２００１－２６４８１８号公報（２００１年９月２６日公開）
【特許文献８】特開２００３－１７７３７５号公報（２００３年６月２７日公開）
【非特許文献１】Baek-woon Lee、外１１名，"9.2:Implementation of RGBW Color Syste
m in TFT-LCDs"，SID 04 DIGEST，p.111-113、２００４年５月（p.111右欄第１行～p.112
左欄第８行、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　しかしながら、非特許文献１の図３の構成、および、非特許文献１のＮ行×２列の単位
で極性反転が可能なデータドライバＩＣを使用した構成では、同じ垂直画素数を持つスト
ライプ配列の液晶表示装置（例えば図６および図７に示す液晶表示装置）と比較して、走
査配線の本数が２倍になる（垂直画素数の２倍になる）ため、走査配線１本分に相当する
画素への充電期間（１走査線選択可能時間：以下、「１Ｈ期間」と呼ぶ）が約１／２にな
る。
【００２８】
　１Ｈ期間が短くなることは、駆動上の問題を招来する。すなわち、最近では、垂直画素
数の多い高精細のアクティブマトリクス型液晶表示装置、例えば、２４００の垂直画素数
（有効走査線数）を持つＱＵＸＧＡ規格のコンピュータ用ディスプレイが商品化されてい
る。このようなＱＵＸＧＡ規格の液晶表示装置では、１Ｈ時間が５．０～６．５μｓｅｃ
（リフレッシュ周波数６０Ｈｚ～７５Ｈｚとした場合）と極めて短くなる。このように１
Ｈ時間が極めて短い液晶表示装置では、既存の技術では配線遅延の低減およびスイッチン
グ素子の動作速度の向上に限界があるために、１つのゲートドライバで１Ｈ時間内に画素
を充電することが困難である。そのため、現在商品化されているＱＵＸＧＡ規格のアクテ
ィブマトリクス型液晶表示装置では、液晶表示パネルを上下に分割して２つのゲートドラ
イバで走査する分割走査方式が採用されている。
【００２９】
　非特許文献１の図３の構成、および、非特許文献１のＮ行×２列の単位で極性反転が可
能なデータドライバＩＣを使用した構成では、走査配線の本数が垂直画素数の２倍になる
ため、例えば、垂直画素数（有効走査線数）が１０８０本のハイビジョンテレビを実現す
る場合、１Ｈ時間が、上記のＱＵＸＧＡ規格のアクティブマトリクス型液晶表示装置と同
程度（６～７μｓｅｃ程度）となる。そのため、既存の技術では１つのゲートドライバで
１Ｈ時間内に画素を充電することが困難である。また、分割走査方式を用いれば、１Ｈ時
間内に画素を充電できるかもしれないが、構成が複雑化する。さらに、非特許文献１の図
３の構成では、ＱＵＸＧＡ規格のコンピュータ用ディスプレイを実現しようとすると、１
Ｈ時間が２．５～３．３μｓｅｃ（リフレッシュ周波数６０Ｈｚ～７５Ｈｚとした場合）
とさらに短くなる。このような１Ｈ時間では、既存の技術では１Ｈ時間内に画素を充電す
ることが不可能である。
【００３０】
　また、信号遅延は配線長のほぼ２乗に比例し増加する。したがって、画面対角サイズが
２倍になると、信号遅延は約４倍になる。このため、大型のディスプレイほど実際に画素
に書き込む時間が短くなり、目的の電圧まで充電することが困難になる。
【００３１】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その第１の目的は、フリッカな
どの表示不良の発生を抑制すると共に、大型で、高解像度（垂直画素数の多い）の構成を
容易に実現可能なアクティブマトリクス型液晶表示装置および液晶表示パネルを提供する
ことにある。
【００３２】
　また、非特許文献１の図３の構成では、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異
ならせることが必要である。また、非特許文献１のＮ行×２列の単位で極性反転が可能な
データドライバＩＣを使用した構成では、非特許文献１に記載されているようにデータド
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ライバＩＣが市販されていないため、新たにデータドライバＩＣを設計しなければならな
い。
【００３３】
　本発明の第２の目的は、上記の問題点に鑑み、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位
置を異ならせたり、新たにデータドライバＩＣを設計したりすることなく、フリッカなど
の表示不良の発生を抑制することができるアクティブマトリクス型液晶表示装置および液
晶表示パネルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　本発明に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、上記課題を解決するために、各
々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、データ信号をスイッチング素子
を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、上記複数の信号配線と交差するよ
うに配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電極に接続された複数の走査配線と、
上記複数の信号配線にデータ信号を出力するための信号配線駆動回路とを備え、上記複数
の走査配線は順次選択されるようになっており、上記信号配線駆動回路は、選択される走
査配線が変わるたびに、信号配線に出力するデータ信号の極性を反転させるようになって
いるアクティブマトリクス型液晶表示装置において、個々の画素は、走査配線の方向に沿
って１列に並ぶように配列された偶数個のサブ画素からなり、走査配線の方向に隣り合う
同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子の制御電極が、異なる走査配線に接
続されていることを特徴としている。
【００３５】
　上記構成によれば、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイ
ッチング素子は、その制御電極が異なる走査配線に接続されているので、これらの走査配
線が順次選択されるにしたがって、順次、オン状態となる。そして、上記信号配線駆動回
路は、選択される走査配線が変わるたびに、信号配線に出力するデータ信号の極性を反転
させるようになっているので、信号配線に出力されるデータ信号の極性は、走査配線の方
向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子のうちの一方がオン状
態であるときと、他方がオン状態であるときとで異なる。その結果、上記信号配線駆動回
路が、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子に
接続された信号配線に対して、同一極性のデータ信号を出力する構成であれば、走査配線
の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号の極性（画素電位の極性）が逆
極性となる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異ならせたり、新
たに信号配線駆動回路を設計したりすることなく、フリッカなどの表示不良が発生するこ
とを抑制できる。
【００３６】
　また、上記構成によれば、非特許文献１の図３のように走査配線数を増やすことなく（
すなわち１Ｈ期間を短くすることなく）、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供
給されるデータ信号の極性（画素電位の極性）を反転することができる。すなわち、上記
構成では、個々の画素を構成するサブ画素の配列が、走査配線の方向に沿って１列に並ぶ
配列、すなわちいわゆるストライプ配列となっているため、走査配線の本数は、垂直画素
数とほぼ一致する本数で済む。したがって、上記構成では、同じ垂直画素数を持つ非特許
文献１の図３の構成と比較して、走査配線の本数が約１／２になるので、１Ｈ期間が約２
倍になる。そのため、垂直画素数の多い構成であっても、１つのゲートドライバで１Ｈ時
間内に画素を充電することができる。したがって、大型で、高解像度（垂直画素数の多い
）の構成を容易に実現できる。
【００３７】
　さらに、上記構成は、個々の画素を構成するサブ画素の配列がストライプ配列となって
いることから、視覚上の弊害を軽減して高品位の表示を行うことが可能となる。
【００３８】
　通常、サブ画素は、その色が異なる場合には、その輝度も異なる。発明者らが評価した
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Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙのサブ画素を持つディスプレイにおいては、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙの輝度比率は
Ｒ：Ｇ：Ｂ：Ｙ＝0.9：2.0：0.5：5.2であった。複数のサブ画素が走査配線の方向に沿っ
て複数列に並ぶように配列されている場合、サブ画素間の輝度差が人間の眼に認識されや
すい。そのため、例えば、ＲおよびＹの２つのサブ画素とＧおよびＢの２つのサブ画素と
がそれぞれ走査配線の方向に沿って１列に並ぶように、かつ、ＲおよびＧの２つのサブ画
素とＹおよびＢの２つのサブ画素とが信号配線の方向に沿って１列に並ぶように配列され
ている場合、白ベタ表示をした場合に、表示画像が格子状パターンとして認識されるとい
う問題がある。一方、ストライプ配列は、細い短冊状のサブ画素が並んでいるため、横方
向の画素間距離が短く、サブ画素間の輝度の差が認識されにくい。したがって、同一解像
度の場合、ストライプ配列がより高品位な表示が可能である。
【００３９】
　また、多くの液晶ディスプレイはストライプ配列を採用しているため、一部のオペレー
ティングシステムや画像コンテンツでは、ストライプ配列を前提として画像のスムージン
グ処理などを行っている。
【００４０】
　したがって、ストライプ配列がテレビ向けの液晶表示装置に適している。
【００４１】
　上記信号配線駆動回路は、個々の画素内における隣り合う２つのサブ画素に対して異な
る極性のデータ信号を供給するようになっていることが好ましい。
【００４２】
　上記構成によれば、個々の画素を構成するサブ画素の数をＮとすると、走査配線方向に
隣り合うサブ画素の組み合わせの全てのうち、（Ｎ－１）／Ｎより多くの組み合わせが、
異なる極性のデータ信号が供給されるサブ画素の組み合わせとなる。これにより、同一の
極性のデータ信号が供給されるサブ画素が走査配線方向に並ぶことによって発生しやすく
なる水平方向のクロストークの発生を抑制できる。
【００４３】
　本発明に係る液晶表示パネルは、上記課題を解決するために、各々が複数個の異なる色
のサブ画素からなる複数の画素と、データ信号をスイッチング素子を介してサブ画素に供
給するための複数の信号配線と、上記複数の信号配線と交差するように配設され、かつ、
上記スイッチング素子の制御電極に接続された複数の走査配線とを備える液晶表示パネル
において、個々の画素は、走査配線の方向に沿って１列に並ぶように配列された偶数個の
サブ画素からなり、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッ
チング素子の制御電極が、異なる走査配線に接続されていることを特徴としている。
【００４４】
　上記構成によれば、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイ
ッチング素子は、その制御電極が異なる走査配線に接続されているので、これらの走査配
線が順次選択されるにしたがって、順次、オン状態となる。そのため、上記複数の走査配
線が順次選択されるようにすると共に、上記信号配線に対してデータ信号を出力するため
の信号配線駆動回路を接続し、この信号配線駆動回路を、選択される走査配線が変わるた
びに信号配線に出力するデータ信号の極性を反転させ、かつ、走査配線の方向に隣り合う
同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子に接続された信号配線に対して同一
極性のデータ信号を出力する構成とすれば、信号配線に出力されるデータ信号の極性は、
走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子のうちの
一方がオン状態であるときと、他方がオン状態であるときとで反転する。その結果、走査
配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号の極性（画素電位の極性）
が逆極性となる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異ならせたり
、新たに信号配線駆動回路を設計したりすることなく、フリッカなどの表示不良が発生す
ることを抑制できる。
【００４５】
　また、上記構成によれば、個々の画素を構成するサブ画素の配列がストライプ配列とな
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っているため、非特許文献１の図３のように走査配線数を増やすことなく（すなわち１Ｈ
期間を短くすることなく）、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデー
タ信号の極性（画素電位の極性）を反転することができる。そのため、大型で、高解像度
（垂直画素数の多い）の構成であっても、１つのゲートドライバで１Ｈ時間内に画素を充
電することができ、容易に実現できる。
【００４６】
　さらに、上記構成は、個々の画素を構成するサブ画素の配列がストライプ配列となって
いることから、視覚上の弊害の点で有利であり、テレビ向けの液晶表示装置に適している
。
【００４７】
　本発明に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、上記課題を解決するために、各
々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、データ信号をスイッチング素子
を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、上記複数の信号配線と交差するよ
うに配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電極に接続された複数の走査配線と、
上記複数の信号配線にデータ信号を出力するための信号配線駆動回路とを備え、上記複数
の走査配線は順次選択されるようになっており、上記信号配線駆動回路は、選択される走
査配線が変わるたびに、信号配線に出力するデータ信号の極性を反転させるようになって
いるアクティブマトリクス型液晶表示装置において、個々の画素は、走査配線の方向に沿
った複数列に分割され、かつ、これら複数列の少なくとも１つに偶数個が並ぶように配置
された３個以上のサブ画素からなり、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続さ
れた２つのスイッチング素子の制御電極が、異なる走査配線に接続されていることを特徴
としている。
【００４８】
　上記構成によれば、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイ
ッチング素子は、その制御電極が異なる走査配線に接続されているので、これらの走査配
線が順次選択されるにしたがって、順次、オン状態となる。そして、上記信号配線駆動回
路は、選択される走査配線が変わるたびに、信号配線に出力するデータ信号の極性を反転
させるようになっているので、信号配線に出力されるデータ信号の極性は、走査配線の方
向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子のうちの一方がオン状
態であるときと、他方がオン状態であるときとで異なる。その結果、上記信号配線駆動回
路が、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子に
接続された信号配線に対して、同一極性のデータ信号を出力する構成であれば、走査配線
の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号の極性（画素電位の極性）が逆
極性となる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異ならせたり、新
たに信号配線駆動回路を設計したりすることなく、フリッカなどの表示不良が発生するこ
とを抑制できる。
【００４９】
　本発明に係る液晶表示パネルは、上記課題を解決するために、各々が複数個の異なる色
のサブ画素からなる複数の画素と、データ信号をスイッチング素子を介してサブ画素に供
給するための複数の信号配線と、上記複数の信号配線と交差するように配設され、かつ、
上記スイッチング素子の制御電極に接続された複数の走査配線とを備える液晶表示パネル
において、個々の画素は、走査配線の方向に沿った複数列に分割され、かつ、これら複数
列の少なくとも１つに偶数個が並ぶように配置された３個以上のサブ画素からなり、走査
配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子の制御電極が
、異なる走査配線に接続されていることを特徴としている。
【００５０】
　上記構成によれば、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイ
ッチング素子は、その制御電極が異なる走査配線に接続されているので、これらの走査配
線が順次選択されるにしたがって、順次、オン状態となる。そのため、上記複数の走査配
線が順次選択されるようにすると共に、上記信号配線に対してデータ信号を出力するため
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の信号配線駆動回路を接続し、この信号配線駆動回路を、選択される走査配線が変わるた
びに信号配線に出力するデータ信号の極性を反転させ、かつ、走査配線の方向に隣り合う
同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子に接続された信号配線に対して同一
極性のデータ信号を出力する構成とすれば、信号配線に出力されるデータ信号の極性は、
走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子のうちの
一方がオン状態であるときと、他方がオン状態であるときとで反転する。その結果、走査
配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号の極性（画素電位の極性）
が逆極性となる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異ならせたり
、新たに信号配線駆動回路を設計したりすることなく、フリッカなどの表示不良が発生す
ることを抑制できる。
【００５１】
　本発明に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、上記課題を解決するために、各
々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、データ信号をスイッチング素子
を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、上記複数の信号配線と交差するよ
うに配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電極に接続された複数の走査配線と、
上記複数の信号配線にデータ信号を出力するための信号配線駆動回路とを備えるアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置において、個々の画素は、走査配線の方向に沿って１列に並
ぶように配列された偶数個のサブ画素からなり、上記信号配線駆動回路は、走査配線の方
向に隣り合う同色のサブ画素が接続された２つの信号配線に対して異なる極性のデータ信
号を出力するようになっていることを特徴としている。
【００５２】
　上記構成によれば、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号
の極性（画素電位の極性）が逆極性となる。これにより、フリッカなどの表示不良が発生
することを抑制できる。
【００５３】
　また、上記構成によれば、個々の画素を構成するサブ画素の配列がストライプ配列とな
っているため、非特許文献１の図３のように走査配線数を増やすことなく（すなわち１Ｈ
期間を短くすることなく）、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデー
タ信号の極性（画素電位の極性）を反転することができる。そのため、垂直画素数の多い
構成であっても、１つのゲートドライバで１Ｈ時間内に画素を充電することができ、容易
に実現できる。
【００５４】
　さらに、上記構成は、個々の画素を構成するサブ画素の配列がストライプ配列となって
いることから、視覚上の弊害の点で有利であり、テレビ向けの液晶表示装置に適している
。
【００５５】
　上記構成のアクティブマトリクス型液晶表示装置において、個々の画素は、４個のサブ
画素からなり、上記信号配線駆動回路は、隣り合う８本の信号配線に対して供給するデー
タ信号の極性が、正、負、負、正、負、正、正、負となるように、データ信号を出力する
ものであることが好ましい。
【００５６】
　上記構成によれば、走査配線方向に隣り合うサブ画素の組み合わせの全てのうち、３／
４より多くの組み合わせが、異なる極性のデータ信号が供給されるサブ画素の組み合わせ
となる。これにより、同一の極性のデータ信号が供給されるサブ画素が走査配線方向に並
ぶことによって発生しやすくなる水平方向のクロストークの発生を抑制できる。
【００５７】
　本発明に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、上記課題を解決するために、各
々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、データ信号をスイッチング素子
を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、上記複数の信号配線と交差するよ
うに配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電極に接続された複数の走査配線と、
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上記複数の信号配線にデータ信号を出力するための信号配線駆動回路とを備えるアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置において、個々の画素は、走査配線の方向に沿った複数列に
分割され、かつ、これら複数列の少なくとも１つに偶数個が並ぶように配置された３個以
上のサブ画素からなり、上記走査配線の方向に沿って１列に並ぶ複数のサブ画素を１つの
行とすると、上記走査配線が、行間の１つおきに配設されており、上記信号配線駆動回路
は、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素が接続された２つの信号配線に対して異な
る極性のデータ信号を出力するようになっていることを特徴としている。
【００５８】
　上記構成によれば、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号
の極性（画素電位の極性）が逆極性となる。これにより、フリッカなどの表示不良が発生
することを抑制できる。
【００５９】
　また、上記構成によれば、非特許文献１の図３のように走査配線数を増やすことなく（
すなわち１Ｈ期間を短くすることなく）、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供
給されるデータ信号の極性（画素電位の極性）を反転することができる。すなわち、上記
構成では、個々の画素を構成するサブ画素の配列が、走査配線の方向に沿って複数列に並
ぶ配列となっているが、上記走査配線が行間の１つおきに配設されているため、同じ垂直
画素数を持つ非特許文献１の図３の構成と比較して、走査配線の本数を約１／２に削減で
きる。したがって、１Ｈ期間を約２倍にすることができる。その結果、垂直画素数の多い
構成であっても、１つのゲートドライバで１Ｈ時間内に画素を充電することができる。し
たがって、垂直画素数の多い構成を容易に実現できる。
【００６０】
　本発明に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、上記課題を解決するために、各
々が複数個の異なる色のサブ画素からなる複数の画素と、データ信号をスイッチング素子
を介してサブ画素に供給するための複数の信号配線と、上記複数の信号配線と交差するよ
うに配設され、かつ、上記スイッチング素子の制御電極に接続された複数の走査配線と、
上記複数の信号配線にデータ信号を出力するための信号配線駆動回路とを備えるアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置において、個々の画素は、走査配線の方向に沿った複数列に
分割され、かつ、これら複数列の少なくとも１つに偶数個が並ぶように配置された３個以
上のサブ画素からなり、上記走査配線の方向に沿って１列に並ぶ複数のサブ画素を１つの
行とすると、上記走査配線が、行間の１つおきに配設されており、走査配線の方向に隣り
合う同色のサブ画素に接続された２つのスイッチング素子は、異なる側の信号配線に接続
されており、上記信号配線駆動回路が、走査配線の方向に隣り合う信号配線に対して異な
る極性のデータ信号を出力するものであることを特徴としている。
【００６１】
　上記構成によれば、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイ
ッチング素子は、異なる側の信号配線に接続されており、かつ、上記信号配線駆動回路が
、走査配線の方向に隣り合う信号配線に対して異なる極性のデータ信号を出力するように
なっているので、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号の極
性（画素電位の極性）が逆極性となる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴ
の位置を異ならせたり、新たに信号配線駆動回路を設計したりすることなく、フリッカな
どの表示不良が発生することを抑制できる。
【００６２】
　また、上記構成によれば、非特許文献１の図３のように走査配線数を増やすことなく（
すなわち１Ｈ期間を短くすることなく）、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供
給されるデータ信号の極性（画素電位の極性）を反転することができる。すなわち、上記
構成では、個々の画素を構成するサブ画素の配列が、走査配線の方向に沿って複数列に並
ぶ配列となっているが、上記走査配線が行間の１つおきに配設されているため、同じ垂直
画素数を持つ非特許文献１の図３の構成と比較して、走査配線の本数を約１／２に削減で
きる。したがって、１Ｈ期間を約２倍にすることができる。その結果、垂直画素数の多い
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構成であっても、１つのゲートドライバで１Ｈ時間内に画素を充電することができる。し
たがって、垂直画素数の多い構成を容易に実現できる。
【００６３】
　本発明に係る液晶表示パネルは、上記課題を解決するために、各々が複数個の異なる色
のサブ画素からなる複数の画素と、データ信号をスイッチング素子を介してサブ画素に供
給するための複数の信号配線と、上記複数の信号配線と交差するように配設され、かつ、
上記スイッチング素子の制御電極に接続された複数の走査配線とを備える液晶表示パネル
において、個々の画素は、走査配線の方向に沿った複数列に分割され、かつ、これら複数
列の少なくとも１つに偶数個が並ぶように配置された３個以上のサブ画素からなり、上記
走査配線の方向に沿って１列に並ぶ複数のサブ画素を１つの行とすると、上記走査配線が
、行間の１つおきに配設されていることを特徴としている。
【００６４】
　上記構成によれば、非特許文献１の図３のように走査配線数を増やすことなく（すなわ
ち１Ｈ期間を短くすることなく）、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給され
るデータ信号の極性（画素電位の極性）を反転することができる。そのため、垂直画素数
の多い構成であっても、１つのゲートドライバで１Ｈ時間内に画素を充電することができ
、容易に実現できる。
【００６５】
　上記構成の液晶表示パネルにおいて、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続
された２つのスイッチング素子は、異なる側の信号配線に接続されていることが好ましい
。
【００６６】
　上記構成によれば、走査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に接続された２つのスイ
ッチング素子は、異なる側の信号配線に接続されているので、上記信号配線に対してデー
タ信号を出力するための信号配線駆動回路を接続し、この信号配線駆動回路を、走査配線
の方向に隣り合う信号配線に対して異なる極性のデータ信号を出力する構成とすれば、走
査配線の方向に隣り合う同色のサブ画素に供給されるデータ信号の極性（画素電位の極性
）が逆極性となる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異ならせた
り、新たに信号配線駆動回路を設計したりすることなく、フリッカなどの表示不良が発生
することを抑制できる。
【発明の効果】
【００６７】
　本発明は、以上のように、フリッカなどの表示不良の発生を抑制すると共に、垂直画素
数の多い構成を容易に実現可能なアクティブマトリクス型液晶表示装置および液晶表示パ
ネルを提供できるという効果を奏する。
【００６８】
　また、本発明は、以上のように、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異ならせ
たり、新たにデータドライバＩＣを設計したりすることなく、フリッカなどの表示不良の
発生を抑制することができるアクティブマトリクス型液晶表示装置および液晶表示パネル
を提供できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６９】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施形態について図１に基づいて以下に説明する。図１は、本実施形態に係
るアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成を示す平面図である。図１において、
液晶表示パネルを構成する画素および配線（走査配線および信号配線）については、代表
的なもののみを図示している。また、図６において、各サブ画素に示す「Ｒ」、「Ｇ」、
「Ｂ」、または「Ｙ」の記号は、そのサブ画素の色が、赤、緑、青、または黄であること
を示し、各サブ画素に示す「＋」または「－」の記号は、そのサブ画素に印加されるデー
タ信号（信号電圧）の極性を示す。



(14) JP 4578915 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

【００７０】
　本実施形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図１に示すように、液晶表
示パネル１と、ソースドライバ（信号配線駆動回路）２、ゲートドライバ３とを備えてい
る。
【００７１】
　液晶表示パネル１は、複数行および複数列のマトリクスを形成するように配列されてい
る複数のサブ画素ＳＰｘと、上記マトリクスの行方向に沿って１列に並ぶ複数のサブ画素
ＳＰｘを１つの行とすると、行間の全てに配設されている走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ
＋１と、上記マトリクスの列方向に沿って１列に並ぶ複数のサブ画素ＳＰｘを１つの列と
すると、列間の全てに配設されている信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…
とを備えている。すなわち、液晶表示パネル１は、平行に配設された複数の走査配線Ｇｎ
－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１と、該走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１と直交する複数の信号配
線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…と、上記走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１
および信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…の交差点に対応してそれぞれ配
置された複数のサブ画素ＳＰｘとを備えている。
【００７２】
　サブ画素ＳＰｘは、それぞれスイッチング素子としてのＴＦＴ（薄膜トランジスタ）１
０を介して信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…に接続されている。より詳
細には、ＴＦＴ１０のドレイン電極がサブ画素ＳＰｘの画素電極に接続され、ＴＦＴ１０
のソース電極が信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…に接続されている。Ｔ
ＦＴ１０は全て、同じ側（図における左側）の信号配線に、そのソース電極が接続されて
いる。
【００７３】
　ＴＦＴ１０は、ゲート電極（制御電極）が走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１に接続さ
れている。走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１の方向（図面における横方向；以下、「横
方向」と称する）に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０は、そ
のゲート電極が異なる走査配線に接続されている。より詳細には、横方向に隣り合う２つ
の画素Ｐｘにおいて、一方の画素Ｐｘ内ではＴＦＴ１０のゲート電極が上側の走査配線に
接続されている一方、他方の画素Ｐｘ内ではＴＦＴ１０のゲート電極が下側の走査配線に
接続されている。すなわち、２本の走査配線に挟まれる領域に配置された同色のサブ画素
ＳＰｘに接続された複数のＴＦＴ１０のゲート電極は、交互に異なる側（上側または下側
）の走査配線に接続されている。これにより、同一の走査配線によって駆動されるサブ画
素ＳＰｘの配列は、１画素Ｐｘごとに上下にずれる配列（いわゆる千鳥配列）となる。
【００７４】
　ＴＦＴ１０は、図示しないゲートドライバから走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１に付
与される走査信号の電位がオンレベル（ハイレベルまたはローレベル）であるかオフレベ
ル（ローレベルまたはハイレベル）であるかによってオン／オフ制御される。
【００７５】
　この液晶表示パネル１では、Ｒ（赤）、Ｙ（黄）、Ｇ（緑）、およびＢ（青）の４つの
サブ画素ＳＰｘが、１つの画素Ｐｘを構成しており、走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１
の方向に沿って一列に並ぶように配列されている。
【００７６】
　各サブ画素ＳＰｘは、図示しないが、ＴＦＴ１０のドレイン端子に接続された画素電極
と、上記複数のサブ画素ＳＰｘに共通的に設けられた対向電極と、上記複数のサブ画素に
共通的に設けられ画素電極と対向電極との間に挟持された液晶層と、画素電極に対応して
設けられたカラーフィルタとを備えている。そして、画素電極と対向電極とそれらの間に
挟持された液晶層とにより画素容量が形成されている。
【００７７】
　赤（Ｒ）、黄（Ｙ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の４色のサブ画素ＳＰｘは、それぞれ
赤（Ｒ）、黄（Ｙ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の４色のカラーフィルターを備えている
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。上述の赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）は、ＮＴＳＣにおけるＲＧＢ値とはその色度にお
いて異なるものである。各カラーフィルタの透過特性は、特に限定されるものではないが
、例えば、青のカラーフィルターの透過特性が４８０ｎｍ付近にピークを持ち、緑のカラ
ーフィルターの透過特性が５００ｎｍ付近にピークを持ち、黄のカラーフィルターが５７
０ｎｍ付近にピークを持ち、赤のカラーフィルターが６４０ｎｍ付近にピークを持つよう
にすればよい。
【００７８】
　ソースドライバ２は、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…を介してＴＦ
Ｔ１０のソース電極にデータ信号を出力する。したがって、ソースドライバ２は、走査配
線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１の電位がオンレベルである時に、サブ画素ＳＰｘにデータ信
号を印加するようになっている。
【００７９】
　そして、ソースドライバ２は、隣り合う信号配線に異なる極性を持つデータ信号を出力
するようになっている。したがって、ソースドライバ２は、横方向に隣り合う同色のサブ
画素ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０に接続された信号配線に対して、同一極性のデ
ータ信号を出力する。
【００８０】
　また、ソースドライバ２は、選択される走査配線が変わるたびに、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ
＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…に出力するデータ信号の極性を反転させるようになってい
る。すなわち、ソースドライバ２は、走査配線Ｇｎの電位がオンレベルである時と、その
走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ＋１の電位がオンレベルである時とで、異なる極性のデータ信号
を出力するようになっている。これにより、各信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ
＋３・…に出力されるデータ信号が、１Ｈ期間の２倍に等しい周期を持つ交流信号になる
と共に、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…の方向（図面における縦方向
；以下、「縦方向」と称する）に隣り合うサブ画素ＳＰｘには、異なる極性のデータ信号
が印加される。その結果、垂直方向のクロストークが発生することを抑制できる。
【００８１】
　ゲートドライバ３は、走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１・…を順次選択する。すなわ
ち、ゲートドライバ３は、走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１・…に対して、オンレベル
（選択状態）の電位を持つ走査信号、すなわちオン信号を順次に出力する。したがって、
複数の走査信号の電位が同時にオンレベル（選択状態）となることはない。
【００８２】
　液晶表示装置は、図示していないが、入力された映像信号を、４種類のカラーフィルタ
ーの色成分、すなわち赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、黄（Ｙ）の成分に変換してソース
ドライバ２に供給する信号処理部を備えている。この信号処理部における変換の方法とし
ては、映像信号を画素毎サンプリングした映像データをマトリクス変換などの簡易的な線
形変換で行う方法や、より精度を向上させるには、ルックアップテーブル（ＬＵＴ）を参
照する方法などを用いることができる。なお、入力映像信号が既にＲＧＢの映像信号をＲ
ＧＢＹの映像信号に変換されている場合には、上記の色変換は不要である。
【００８３】
　次に、液晶表示装置の動作について、一例を挙げて説明する。
【００８４】
　まず、ゲートドライバ３がオン信号（オンレベルの走査信号）を走査配線Ｇｎに出力し
、ソースドライバ２が、隣り合う信号配線に対して逆極性のデータ信号を出力する。すな
わち、ソースドライバ２は、正極性のデータ信号（対向電極の電位より正極性側の電位を
持つデータ信号）を信号配線Ｓｎ、Ｓｎ＋２、…に、負極性のデータ信号（対向電極の電
位より負極性側の電位を持つデータ信号）を信号配線Ｓｎ＋１、Ｓｎ＋３、…にそれぞれ
出力する。これにより、走査配線Ｇｎに接続されたＴＦＴ１０のみが導通するので、走査
配線Ｇｎおよび走査配線Ｇｎ＋１に挟まれた領域では、上側で走査配線Ｇｎに接続された
ＴＦＴ１０のみが導通し、上側でＴＦＴ１０のドレイン－ゲートを介して走査配線Ｇｎに
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接続されたサブ画素ＳＰｘのみにデータ信号が供給される。したがって、走査配線Ｇｎお
よび走査配線Ｇｎ＋１に挟まれた領域では、例えば、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２
・Ｓｎ＋３にＴＦＴ１０を介して接続された４つのサブ画素ＳＰｘが充電されて表示状態
（点灯状態または消灯状態）となる。このとき、各画素Ｐｘ内において横方向に隣り合う
サブ画素ＳＰｘは、逆極性の電位に充電される。例えば、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ
＋２・Ｓｎ＋３にＴＦＴ１０を介して接続された４つのサブ画素ＳＰｘは、赤のサブ画素
ＳＰｘが負極性の電位に、黄のサブ画素ＳＰｘが正極性の電位に、緑のサブ画素ＳＰｘが
負極性の電位に、青のサブ画素ＳＰｘが正極性の電位に、それぞれ充電される。
【００８５】
　また、ゲートドライバ３がオン信号を出力するとき、走査配線Ｇｎ－１および走査配線
Ｇｎに挟まれた領域では、下側で走査配線Ｇｎに接続されたＴＦＴ１０のみが導通し、下
側でＴＦＴ１０のドレイン－ゲートを介して走査配線Ｇｎに接続されたサブ画素ＳＰｘの
みにデータ信号が供給される。したがって、走査配線Ｇｎ－１および走査配線Ｇｎに挟ま
れた領域では、例えば信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３にＴＦＴ１０を介し
て接続された４つのサブ画素ＳＰｘが充電されて表示状態となる。このとき、各画素Ｐｘ
内において横方向に隣り合うサブ画素ＳＰｘは、逆極性の電位に充電される。例えば、信
号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３にＴＦＴ１０を介して接続された４つのサブ
画素ＳＰｘは、赤のサブ画素ＳＰｘが正極性の電位に、黄のサブ画素ＳＰｘが負極性の電
位に、緑のサブ画素ＳＰｘが正極性の電位に、青のサブ画素ＳＰｘが負極性の電位に、そ
れぞれ充電される。
【００８６】
　次に、ゲートドライバ３がオン信号（オンレベルの走査信号）を走査配線Ｇｎ＋１に出
力し、ソースドライバ２が、信号配線に対して走査配線Ｇｎの電位がオンレベルの時とは
逆極性のデータ信号を出力する。すなわち、ソースドライバ２は、負極性のデータ信号を
信号配線Ｓｎ、Ｓｎ＋２、…に、正極性のデータ信号を信号配線Ｓｎ＋１、Ｓｎ＋３、…
にそれぞれ出力する。これにより、走査配線Ｇｎ＋１に接続されたＴＦＴ１０のみが導通
するので、走査配線Ｇｎおよび走査配線Ｇｎ＋１に挟まれた領域では、下側で走査配線Ｇ
ｎ＋１に接続されたＴＦＴ１０のみが導通し、下側でＴＦＴ１０のドレイン－ゲートを介
して走査配線Ｇｎ＋１に接続されたサブ画素ＳＰｘのみにデータ信号が供給される。した
がって、走査配線Ｇｎおよび走査配線Ｇｎ＋１に挟まれた領域では、信号配線Ｓｎ＋４・
Ｓｎ＋５・Ｓｎ＋６・Ｓｎ＋７にＴＦＴ１０を介して接続された４つのサブ画素ＳＰｘが
充電されて表示状態（点灯状態または消灯状態）となる。
【００８７】
　このとき、各画素Ｐｘ内において横方向に隣り合うサブ画素ＳＰｘは、逆極性の電位に
充電される。そして、信号配線Ｓｎ＋４・Ｓｎ＋５・Ｓｎ＋６・Ｓｎ＋７にＴＦＴ１０を
介して接続された４つのサブ画素ＳＰｘは、走査配線Ｇｎの電位がオンレベルの時とは逆
極性のデータ信号が供給されるので、ゲートドライバ３がオン信号を出力した時に充電さ
れた４つのサブ画素ＳＰｘ、例えば信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３にＴＦ
Ｔ１０を介して接続された４つのサブ画素ＳＰｘとは逆極性の電位に充電される。すなわ
ち、横方向に隣り合う画素Ｐｘは、逆極性の電位に充電される。したがって、横方向に隣
り合う同色のサブ画素ＳＰｘは、逆極性の電位に充電される。また、縦方向に隣り合うサ
ブ画素ＳＰｘは、逆極性の電位に充電される。
【００８８】
　以上のように、本実施形態の液晶表示装置では、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰ
ｘに接続された２つのＴＦＴ１０のゲート電極を、異なる側（上側または下側）の走査配
線に接続することで、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに印加されるデータ信号の
極性を反転することができる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を
異ならせることなく、フリッカなどの表示不良が発生することを抑制できる。
【００８９】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、ソースドライバ２が、出力するデータ信号の極
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性の反転に関しては図６に示す従来のソースドライバ１０２と同一であるため、新たに設
計を行うことなく従来のソースドライバ１０２を部分的に変更するだけで作製できる。
【００９０】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、個々の画素を構成するサブ画素ＳＰｘの配列が
横方向に沿って１列に並ぶストライプ配列となっているため、同じ垂直画素数を持つ非特
許文献１の図３の構成と比較して、走査配線の本数を約１／２に削減できる。したがって
、１Ｈ期間を約２倍にすることができる。その結果、垂直画素数の多い構成であっても、
１つのゲートドライバで１Ｈ時間内に画素を充電することができる。
【００９１】
　さらに、本実施形態の液晶表示装置は、個々の画素を構成するサブ画素の配列がストラ
イプ配列となっていることから、視覚上の弊害の点で有利であり、テレビ向けの液晶表示
装置に適している。
【００９２】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙの４色のサブ画素によって色を
表現するので、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色のサブ画素では表現不可能な色を表現でき、色再現範囲
を拡大できる。
【００９３】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図２に基づいて説明すれば、以下の通りである。図２
は、本実施形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成を示す平面図であ
る。なお、説明の便宜上、前記実施の形態１にて示した各部材と同一の機能を有する部材
には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００９４】
　本実施形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図２に示すように、液晶表
示パネル１１と、ソースドライバ（信号配線駆動回路）１２、ゲートドライバ１３とを備
えている。なお、この液晶表示装置も、実施の形態１で述べた信号処理部を備えている。
【００９５】
　液晶表示パネル１１は、（１）個々の画素を構成するサブ画素の配列、（２）走査配線
および信号配線の本数、の２点以外は、実施の形態１における液晶表示パネル１と同様の
構成を備えている。この液晶表示パネル１１では、Ｒ（赤）、Ｙ（黄）、Ｇ（緑）、およ
びＢ（青）の４つのサブ画素ＳＰｘが、１つの画素Ｐｘを構成しており、走査配線Ｇｎ－
１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１・…の方向に沿った２列に分割され、かつ、これら２つの列において
それぞれ２個ずつのサブ画素ＳＰｘ（上の列においては赤および黄のサブ画素ＳＰｘ、下
の列においては緑および青のサブ画素ＳＰｘ）が走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１・…
の方向に沿って並ぶように配置されている。
【００９６】
　また、この液晶表示パネル１１では、実施の形態１における液晶表示パネル１と比較し
て、走査配線の本数が約２倍、信号配線の本数が１／２となっている。また、実施の形態
１と同様に、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０のゲ
ート電極が、異なる側（上側または下側）の走査配線に接続されている。
【００９７】
　ソースドライバ１２は、出力するデータ信号の数が実施の形態１におけるソースドライ
バ２と比較して１／２になっている以外は、ソースドライバ２と同一の構成を備えている
。
【００９８】
　ゲートドライバ１３は、出力する走査信号の数が実施の形態１におけるゲートドライバ
３と比較して約２倍になっている以外は、ゲートドライバ３と同一の構成を備えている。
【００９９】
　本実施形態の液晶表示装置では、実施の形態１と同様に、横方向に隣り合う同色のサブ
画素ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０のゲート電極を、異なる側（上側または下側）



(18) JP 4578915 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

の走査配線に接続しているので、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに印加されるデ
ータ信号の極性を反転することができる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦ
Ｔの位置を異ならせることなく、フリッカなどの表示不良が発生することを抑制できる。
【０１００】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、ソースドライバ１２が、出力するデータ信号の
極性の反転に関しては図６に示す従来のソースドライバ１０２と同一であるため、新たに
設計を行うことなく従来のソースドライバ１０２を部分的に変更するだけで作製できる。
【０１０１】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙの４色のサブ画素によって色を
表現するので、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色のサブ画素では表現不可能な色を表現でき、色再現範囲
を拡大できる。
【０１０２】
　なお、実施の形態１および２では、ソースドライバが隣り合う信号配線に対して異なる
極性を持つデータ信号を出力する場合について説明したが、ソースドライバは、横方向に
隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０に接続された信号配線に対
して、同一極性のデータ信号を出力するようになっていれば、ソースドライバが隣り合う
信号配線に異なる極性を持つデータ信号を出力する必要はない。例えば、ソースドライバ
は、１つの画素Ｐｘ内の横方向に並ぶ複数のサブ画素ＳＰｘに接続された複数の信号配線
に対して同一の極性を持つデータ信号を出力するものであってもよい。ただし、実施の形
態１のようにサブ画素がストライプ配列で配列されている場合には、ソースドライバが隣
り合う信号配線に対して異なる極性を持つデータ信号を出力することが好ましい。これに
より、同一の極性のデータ信号が供給されるサブ画素が横方向に並ぶ箇所が少なくなる。
実施の形態１では、横方向に隣り合うサブ画素の組み合わせの全てのうち、同一の極性の
データ信号が供給されるサブ画素の組み合わせは、１／４未満となる。これにより、同一
の極性のデータ信号が供給されるサブ画素が横方向に並ぶことによって発生しやすくなる
水平方向のクロストークの発生を抑制できる。
【０１０３】
　また、実施の形態１および２では、１つの画素Ｐｘを構成する４つのサブ画素ＳＰｘが
、同じ側（上側または下側）でＴＦＴ１０のドレイン－ゲートを介して走査配線に接続さ
れた場合について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、１つの画素Ｐｘ
内において、隣り合うサブ画素ＳＰｘが異なる側（上側または下側）でＴＦＴ１０のドレ
イン－ゲートを介して走査配線に接続されていてもよい。
【０１０４】
　〔実施の形態３〕
　本発明のさらに他の実施の形態について図３に基づいて説明すれば、以下の通りである
。なお、説明の便宜上、前記実施の形態１または２にて示した各部材と同一の機能を有す
る部材には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。図３は、本実施形態に係るアク
ティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成を示す平面図である。
【０１０５】
　本実施形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図３に示すように、液晶表
示パネル２１と、ソースドライバ（信号配線駆動回路）２２、ゲートドライバ３とを備え
ている。なお、この液晶表示装置も、実施の形態１で述べた信号処理部を備えている。
【０１０６】
　液晶表示パネル２１は、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに接続された２つのＴ
ＦＴ１０のゲート電極が異なる走査配線に接続されている以外は、実施の形態１における
液晶表示パネル１と同一の構成を備えている。すなわち、液晶表示パネル２１においては
、２本の走査配線に挟まれる領域に配置された同色のサブ画素ＳＰｘに接続された複数の
ＴＦＴ１０のゲート電極は全て同じ側（図における下側）の走査配線に接続されている。
【０１０７】
　ソースドライバ２２は、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…を介してＴ
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ＦＴ１０のソース電極にデータ信号を出力する。したがって、ソースドライバ２２は、走
査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ＋１の電位がオンレベルである時に、サブ画素ＳＰｘにデー
タ信号を印加するようになっている。
【０１０８】
　ソースドライバ２２は、隣り合う８本の信号配線（例えば、Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２
・Ｓｎ＋３・Ｓｎ＋４・Ｓｎ＋５・Ｓｎ＋６・Ｓｎ＋７）に対して供給するデータ信号の
極性が、正、負、負、正、負、正、正、負となるように、データ信号を出力するものであ
る。したがって、ソースドライバ２２は、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘが接続
された２つの信号配線（例えば、信号配線Ｓｎと信号配線Ｓｎ＋４）に対して異なる極性
のデータ信号を出力するようになっている。
【０１０９】
　なお、図３では、信号配線Ｓｎ～Ｓｎ＋７に対して供給するデータ信号の極性が、正、
負、負、正、負、正、正、負となっている。しかしながら、供給されるデータ信号の極性
が、正、負、負、正、負、正、正、負となる、隣り合う８本の信号配線は、信号配線Ｓｎ
～Ｓｎ＋７でなくともよく、信号配線Ｓｎ＋１～Ｓｎ＋８、信号配線Ｓｎ＋２～Ｓｎ＋９
、信号配線Ｓｎ＋３～Ｓｎ＋１０、信号配線Ｓｎ＋４～Ｓｎ＋１１、信号配線Ｓｎ＋５～
Ｓｎ＋１２、信号配線Ｓｎ＋６～Ｓｎ＋１３、信号配線Ｓｎ＋７～Ｓｎ＋１４などであっ
てもよい。さらに、ソースドライバ２２は、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘが接
続された２つの信号配線（例えば、信号配線Ｓｎと信号配線Ｓｎ＋４）に対して異なる極
性のデータ信号を出力するようになっていればよく、信号配線Ｓｎ～Ｓｎ＋７に対して供
給するデータ信号の極性が、正、正、正、正、負、負、負、負などであってもよい。ただ
し、隣り合う８本の信号配線に対して供給するデータ信号の極性が、正、負、負、正、負
、正、正、負となっていると、走査配線方向に隣り合うサブ画素の組み合わせの全てのう
ち、３／４より多くの組み合わせが、異なる極性のデータ信号が供給されるサブ画素の組
み合わせとなる。これにより、同一の極性のデータ信号が供給されるサブ画素が走査配線
方向に並ぶことによって発生しやすくなる水平方向のクロストークの発生を抑制できる。
【０１１０】
　また、ソースドライバ２２は、選択される走査配線が変わるたびに、信号配線Ｓｎ・Ｓ
ｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…に出力するデータ信号の極性を反転させるようになって
いる。すなわち、ソースドライバ２２は、走査配線Ｇｎの電位がオンレベルである時と、
その走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎ＋１の電位がオンレベルである時とで、異なる極性のデータ
信号を出力するようになっている。これにより、各信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・
Ｓｎ＋３・…に出力されるデータ信号が、１Ｈ期間の２倍に等しい周期を持つ交流信号に
なると共に、縦方向に隣り合うサブ画素ＳＰｘには、異なる極性のデータ信号が印加され
る。その結果、垂直方向のクロストークが発生することを抑制できる。
【０１１１】
　次に、液晶表示装置の動作について、一例を挙げて説明する。
【０１１２】
　まず、ゲートドライバ３がオン信号（オンレベルの走査信号）を走査配線Ｇｎに出力し
、ソースドライバ２２が、信号配線Ｓｎ～Ｓｎ＋７に対して正、負、負、正、負、正、正
、負の極性のデータ信号を出力する。これにより、走査配線Ｇｎに接続されたＴＦＴ１０
が導通するので、走査配線Ｇｎ－１および走査配線Ｇｎに挟まれた領域に存在する全ての
ＴＦＴ１０が導通する。したがって、走査配線Ｇｎ－１および走査配線Ｇｎに挟まれた領
域に存在する全てのサブ画素ＳＰｘにデータ信号が供給され、それらサブ画素ＳＰｘが充
電されて表示状態となる。このとき、ソースドライバ２２は、横方向に隣り合う同色のサ
ブ画素ＳＰｘが接続された２つの信号配線に対して異なる極性のデータ信号を出力するの
で、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘは逆極性の電位に充電される。
【０１１３】
　次に、ゲートドライバ３がオン信号（オンレベルの走査信号）を走査配線Ｇｎ＋１に出
力し、ソースドライバ２２が、信号配線に対して走査配線Ｇｎの電位がオンレベルの時と
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は逆極性のデータ信号を出力する。すなわち、ソースドライバ２２は、信号配線Ｓｎ～Ｓ
ｎ＋７に対してそれぞれ、負、正、正、負、正、負、負、正の極性のデータ信号を出力す
る。これにより、走査配線Ｇｎ＋１に接続されたＴＦＴ１０が導通するので、走査配線Ｇ
ｎおよび走査配線Ｇｎ＋１に挟まれた領域に存在する全てのＴＦＴ１０が導通する。した
がって、走査配線Ｇｎおよび走査配線Ｇｎ＋１に挟まれた領域に存在する全てのサブ画素
ＳＰｘにデータ信号が供給され、それらサブ画素ＳＰｘが充電されて表示状態となる。こ
のとき、ソースドライバ２２は、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘが接続された２
つの信号配線に対して異なる極性のデータ信号を出力するので、横方向に隣り合う同色の
サブ画素ＳＰｘは逆極性の電位に充電される。
【０１１４】
　以上のように、本実施形態の液晶表示装置では、ソースドライバ２２が、信号配線Ｓｎ
～Ｓｎ＋７に対してそれぞれ、負、正、正、負、正、負、負、正の極性のデータ信号を出
力することで、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに印加されるデータ信号の極性を
反転することができる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異なら
せることなく、フリッカなどの表示不良が発生することを抑制できる。
【０１１５】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、個々の画素を構成するサブ画素ＳＰｘの配列が
横方向に沿って１列に並ぶストライプ配列となっているため、同じ垂直画素数を持つ非特
許文献１の図３の構成と比較して、走査配線の本数を約１／２に削減できる。したがって
、１Ｈ期間を約２倍にすることができる。その結果、垂直画素数の多い構成であっても、
１つのゲートドライバで１Ｈ時間内に画素を充電することができる。
【０１１６】
　さらに、本実施形態の液晶表示装置は、個々の画素を構成するサブ画素の配列がストラ
イプ配列となっていることから、視覚上の弊害の点で有利であり、テレビ向けの液晶表示
装置に適している。
【０１１７】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、液晶表示パネル２１として、従来の液晶表示パ
ネル１０１をそのまま使用することができる。
【０１１８】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙの４色のサブ画素によって色を
表現するので、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色のサブ画素では表現不可能な色を表現でき、色再現範囲
を拡大できる。
【０１１９】
　〔実施の形態４〕
　本発明のさらに他の実施の形態について図４に基づいて説明すれば、以下の通りである
。なお、説明の便宜上、前記実施の形態１～３のいずれかで示した各部材と同一の機能を
有する部材には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。図４は、本実施形態に係る
アクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成を示す平面図である。
【０１２０】
　本実施形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図１に示すように、液晶表
示パネル３１と、ソースドライバ３２、ゲートドライバ３とを備えている。なお、この液
晶表示装置も、実施の形態１で述べた信号処理部を備えている。
【０１２１】
　液晶表示パネル３１は、実施の形態２における液晶表示パネル１１におけるマトリクス
と同一のマトリクスを形成するように配列された複数のサブ画素ＳＰｘと、上記マトリク
スの行方向に沿って１列に並ぶ複数のサブ画素ＳＰｘを１つの行とすると、行間の１つお
きに配設されている走査配線Ｇｎ・Ｇｎ＋１と、上記マトリクスの列方向に沿って１列に
並ぶ複数のサブ画素ＳＰｘを１つの列とすると、列間の全てに２本ずつ配設されている信
号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…とを備えている。走査配線Ｇｎ・Ｇｎ＋
１は、１つの画素Ｐｘを構成する４つのサブ画素ＳＰｘのうちで上側に配置された２つの
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サブ画素ＳＰｘと、下側に配置された２つのサブ画素ＳＰｘとの間に配設されている。
【０１２２】
　ＴＦＴ１０のドレイン電極がサブ画素ＳＰｘの画素電極に接続され、ＴＦＴ１０のソー
ス電極が信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…に接続されている。横方向に
隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０は、そのソース電極が異な
る側（左側または右側）の信号配線に接続されている。より詳細には、２本の走査配線に
挟まれる領域に配置されたサブ画素ＳＰｘに接続された複数のＴＦＴ１０のソース電極は
、１画素ごとに異なる側（左側または右側）の信号配線に交互に接続されている。すなわ
ち、横方向に隣り合う２つの画素Ｐｘにおいて、一方の画素Ｐｘ内ではＴＦＴ１０のソー
ス電極が左側の信号配線に接続されている一方、他方の画素Ｐｘ内ではＴＦＴ１０のソー
ス電極が右側の信号配線に接続されている。また、縦方向に隣り合うサブ画素ＳＰｘに接
続された２つのＴＦＴ１０は、そのソース電極が異なる側（左側または右側）の信号配線
に接続されている。
【０１２３】
　ＴＦＴ１０のゲート電極（制御電極）は、走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎに接続されている。
１つの画素Ｐｘを構成する４つのサブ画素ＳＰｘに接続されたＴＦＴ１０のうち、走査配
線Ｇｎ・Ｇｎ＋１の上側に配置された２つのＴＦＴ１０は、そのゲート電極が下側の走査
配線Ｇｎ・Ｇｎ＋１に接続されており、走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎの下側に配置された２つ
のＴＦＴ１０は、そのゲート電極が上側の走査配線Ｇｎ－１・Ｇｎに接続されている。
【０１２４】
　ソースドライバ３２は、緑のデータ信号を出力する端子と、黄のデータ信号を出力する
端子との順序を入れ替えている以外は、実施の形態１におけるソースドライバ２と同一の
構成を備えている。ソースドライバ３２は、隣り合う信号配線に異なる極性を持つデータ
信号を出力するようになっている。より詳細には、ソースドライバ３２は、サブ画素ＳＰ
ｘを挟む２つの信号配線のうち、左側の信号配線と右側の信号配線とに異なる極性を持つ
データ信号を出力するようになっている。したがって、横方向に隣り合う同色のサブ画素
ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０のソース電極は、異なる側の信号配線に接続されて
いるので、ソースドライバ３２から逆極性のデータ信号を受けることになる。また、縦方
向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０のソース電極は、異な
る側の信号配線に接続されているので、ソースドライバ３２から逆極性のデータ信号を受
けることになる。
【０１２５】
　ソースドライバ３２は、選択される走査配線が変わるたびに、信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１
・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…に出力するデータ信号の極性を反転させるようになっている。
これにより、各信号配線Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…に出力されるデータ信
号が、１Ｈ期間の２倍に等しい周期を持つ交流信号になる。その結果、垂直方向のクロス
トークが発生することを抑制できる。
【０１２６】
　次に、液晶表示装置の動作について、一例を挙げて説明する。
【０１２７】
　ゲートドライバ３がオン信号（オンレベルの走査信号）を走査配線Ｇｎに出力し、ソー
スドライバ３２が、隣り合う信号配線に対して逆極性のデータ信号を出力する。すなわち
、ソースドライバ３２は、正極性のデータ信号を信号配線Ｓｎ、Ｓｎ＋２、…に、負極性
のデータ信号を信号配線Ｓｎ＋１、Ｓｎ＋３、…にそれぞれ出力する。これにより、走査
配線Ｇｎに接続されたＴＦＴ１０が導通するので、横方向に並ぶサブ画素ＳＰｘの列のう
ち走査配線Ｇｎの上下に隣接する２つの列の全てのサブ画素ＳＰｘにデータ信号が供給さ
れる。したがって、横方向に並ぶサブ画素ＳＰｘの列のうち走査配線Ｇｎの上下に隣接す
る２つの列の全てのサブ画素ＳＰｘが充電されて表示状態となる。このとき、横方向に隣
り合う２つの画素Ｐｘは、ＴＦＴ１０を介して異なる側（左側または右側）の信号配線に
接続されているので、逆極性の電位に充電される。また、このとき、各画素Ｐｘ内におい
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て縦方向に隣り合うサブ画素ＳＰｘは、ＴＦＴ１０を介して異なる側（左側または右側）
の信号配線に接続されているので、逆極性の電位に充電される。例えば、信号配線Ｓｎ・
Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３にＴＦＴ１０を介して接続された４つのサブ画素ＳＰｘは
、赤のサブ画素ＳＰｘが正極性の電位に、黄のサブ画素ＳＰｘが正極性の電位に、緑のサ
ブ画素ＳＰｘが負極性の電位に、青のサブ画素ＳＰｘが負極性の電位に、それぞれ充電さ
れる。
【０１２８】
　以上のように、本実施形態の液晶表示装置では、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰ
ｘに接続された２つのＴＦＴ１０のソース電極を、異なる側（左側または右側）の信号配
線に接続することで、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに印加されるデータ信号の
極性を反転することができる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を
異ならせることなく、フリッカなどの表示不良が発生することを抑制できる。
【０１２９】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、サブ画素ＳＰｘのマトリクスの行方向に沿って
１列に並ぶ複数のサブ画素ＳＰｘを１つの行とすると、行間の１つおきに走査配線Ｇｎ・
Ｇｎ＋１が配設されているため、同じ垂直画素数を持つ非特許文献１の図３の構成と比較
して、走査配線の本数を約１／２に削減できる。したがって、１Ｈ期間を約２倍にするこ
とができる。その結果、垂直画素数の多い構成であっても、１つのゲートドライバで１Ｈ
時間内に画素を充電することができる。
【０１３０】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、ソースドライバ３２が、出力するデータ信号の
極性の反転に関しては図６に示す従来のソースドライバ１０２と同一である（ただし、出
力する信号の数等は異なる）ため、新たに設計を行うことなく従来のソースドライバ１０
２を部分的に変更するだけで作製できる。
【０１３１】
　また、本実施形態の液晶表示装置では、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙの４色のサブ画素によって色を
表現するので、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色のサブ画素では表現不可能な色を表現でき、色再現範囲
を拡大できる。
【０１３２】
　なお、実施の形態４では、ソースドライバ３２が隣り合う信号配線に対して異なる極性
を持つデータ信号を出力する場合について説明したが、ソースドライバ３２は、横方向に
隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに接続された２つのＴＦＴ１０に接続された信号配線に対
して、逆極性のデータ信号を出力するようになっていれば、ソースドライバ３２が隣り合
う信号配線に異なる極性を持つデータ信号を出力する必要はない。例えば、ソースドライ
バ３２は、１つの画素Ｐｘ内の複数のサブ画素ＳＰｘに接続された複数の信号配線に対し
て同一の極性を持つデータ信号を出力するものであってもよい。ただし、実施の形態４の
ようにソースドライバ３２が縦方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに対して逆極性のデ
ータ信号を供給するようになっている方が、垂直方向のクロストークが発生することを抑
制できるので、好ましい。
【０１３３】
　〔実施の形態５〕
　本発明のさらに他の実施の形態について図５に基づいて説明すれば、以下の通りである
。なお、説明の便宜上、前記実施の形態１～４のいずれかで示した各部材と同一の機能を
有する部材には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【０１３４】
　本実施形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図１に示すように、液晶表
示パネル４１と、ソースドライバ４２、ゲートドライバ３とを備えている。なお、この液
晶表示装置も、実施の形態１で述べた信号処理部を備えている。
【０１３５】
　液晶表示パネル４１は、横方向に１列に並ぶ複数のサブ画素ＳＰｘに接続されたＴＦＴ
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１０のソース電極が全て、同じ側（左側または右側）の信号配線に接続されている以外は
、実施の形態４における液晶表示パネル３１と同一の構成を備えている。
【０１３６】
　ソースドライバ４２は、緑のデータ信号を出力する端子と、黄のデータ信号を出力する
端子との順序を入れ替えている以外は、実施の形態３におけるソースドライバ２２と同一
の構成を備えている。ソースドライバ４２は、信号配線Ｓｎ～Ｓｎ＋７に対してそれぞれ
、負、正、負、正、正、負、正、負、の極性のデータ信号を出力する。したがって、ソー
スドライバ４２は、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘが接続された２つの信号配線
に対して異なる極性のデータ信号を出力する。
【０１３７】
　本実施形態の液晶表示装置では、ソースドライバ４２が、信号配線Ｓｎ～Ｓｎ＋７に対
してそれぞれ、負、正、負、正、正、負、正、負、の極性のデータ信号を出力することで
、横方向に隣り合う同色のサブ画素ＳＰｘに印加されるデータ信号の極性を反転すること
ができる。これにより、全ての隣り合うサブ画素間でＴＦＴの位置を異ならせることなく
、フリッカなどの表示不良が発生することを抑制できる。
【０１３８】
　なお、実施の形態４および５では、１つの画素Ｐｘを構成する２つのサブ画素ＳＰｘが
、同じ側（左側または右側）でＴＦＴ１０を介して信号配線に接続された場合について説
明したが、これに限定されるものではない。例えば、１つの画素Ｐｘ内において、隣り合
うサブ画素ＳＰｘが異なる側（左側または右側）でＴＦＴ１０を介して信号配線に接続さ
れていてもよい。
【０１３９】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１４０】
　例えば、上述の説明では、色再現範囲を拡大するために、個々の画素を、Ｒ（赤）、Ｂ
（青）、Ｇ（緑）、および、Ｂの補色であるＹ（黄）の４つのサブ画素で構成した場合に
ついて説明した。しかしながら、本発明において、個々の画素を構成する４つのサブ画素
の組み合わせは、互いに色が異なるものであれば特に限定されるものではなく、（１）Ｒ
、Ｇ、Ｂ、およびＲの負感度部分に対応する波長範囲の発色特性を有する第４の色（Ｇと
は異なる色）のサブ画素からなる組み合わせ、（２）Ｒ、Ｇ、Ｂ、およびＷ（白）の組み
合わせ、（３）Ｒ、Ｇ、Ｂ、および、Ｒの補色であるＣ（シアン）の組み合わせ、（４）
Ｒ、Ｇ、Ｂ、および、Ｇの補色であるＭ（マゼンタ）の組み合わせ、等であってもよい。
（１）、（２）、および（４）の組み合わせは、色再現範囲を拡大することができ、（３
）の組み合わせは輝度を向上させることができる。さらには、個々の画素を構成するサブ
画素の数を、４個以外の偶数個、例えば６個としてもよい。その場合、例えば、個々の画
素を、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｃ、Ｍ、Ｙの６個のサブ画素で構成し、これらのサブ画素を走査配線
方向に沿って１列または３列に並べればよい。また、本発明は、走査配線方向に１列に並
ぶサブ画素の数が１画素あたり偶数個であれば適用することができ、例えば、個々の画素
を２つのサブ画素で構成し、これら２つのサブ画素を走査配線方向に１列に並べた場合、
個々の画素を３つのサブ画素で構成し、これらのうち２つのサブ画素を走査配線方向に１
列に並べた場合等にも適用可能である。ただし、本実施形態のように、個々の画素を４つ
以上の異なるサブ画素で構成すると、色再現性あるいは輝度を向上させることができるの
で、特に好ましい。
【０１４１】
　また、上述の説明では、ソースドライバが、選択される走査配線が変わるたびに、信号
配線に出力するデータ信号の極性を反転させる場合について説明したが、これに限定され
るものではなく、例えば、選択される走査配線が２度変わるたびに、信号配線に出力する
データ信号の極性を反転させたり、１フレームごとに、信号配線に出力するデータ信号の
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極性を反転させてもよい。ただし、実施の形態１～５のように、選択される走査配線が変
わるたびに、信号配線に出力するデータ信号の極性を反転させた場合には、各信号配線Ｓ
ｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…に出力されるデータ信号が、１Ｈ期間の２倍に等
しい周期を持つ交流信号になり、垂直方向のクロストークの発生を効果的に抑制できる。
【０１４２】
　また、上述の説明では、スイッチング素子がＴＦＴの場合について説明したが、本発明
は、これに限定されるものではなく、例えばスイッチング素子としてＭＯＳトランジスタ
を用いたモノリシックＩＣ型の液晶表示装置にも適用しうるものである。
【０１４３】
　なお、本発明は、以下のようにも表現できる。
【０１４４】
　（１）１画素あたり偶数個のサブ画素がストライプ状に配置されるアクティブマトリク
ス型液晶表示装置において、各サブ画素に接続されるスイッチング素子は、１画素ごとに
上下の走査配線に交互に接続されていることを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表
示装置。
【０１４５】
　（２）１画素あたり複数個のサブ画素が配置され、そのうち偶数個のサブ画素が走査配
線方向に並ぶアクティブマトリクス型液晶表示装置において、各サブ画素に接続されるス
イッチング素子は、１画素ごとに上下の走査配線に交互に接続されていることを特徴とす
るアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【０１４６】
　（３）１画素あたり偶数個のサブ画素がストライプ状に配置されるアクティブマトリク
ス型液晶表示装置において、信号出力ドライバは、信号極性を、正、負、負、正、負、正
、正、負、…の順番で出力することを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【０１４７】
　（４）１画素あたり複数個のサブ画素が配置され、そのうち偶数個のサブ画素が走査配
線方向に並ぶアクティブマトリクス型液晶表示装置において、各サブ画素に接続されるス
イッチング素子は、１画素ごとに各々の画素の左右の信号配線に交互に接続されているこ
とを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【０１４８】
　上記（１）～（４）の構成によれば、隣合う同色のサブ画素間で画素電位の極性（デー
タの極性）が反対になるため、隣り合う同色のサブ画素間で画素電位の極性（データの極
性）が一致することを防ぐことができ、フリッカなどの表示不良の発生を抑制できる。し
たがって、液晶表示装置の表示品位を向上できる。
【０１４９】
　また、上記（１）、（３）、および（４）の構成によれば、走査配線数を増やさず、す
なわち、１Ｈ期間を短くすることなく、隣合う同色のサブ画素間で画素電位の極性（デー
タの極性）を反転することができる。
【０１５０】
　また、上記（１）および（３）の構成によれば、テレビ向けのディスプレイに適したス
トライプ配列を実現できる。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　本発明は、以上のように、フリッカなどの表示不良の発生を抑制すると共に、垂直画素
数の多い構成を容易に実現可能なアクティブマトリクス型液晶表示装置および液晶表示パ
ネルを提供できるので、特に、画質の良い大画面の液晶テレビ、画質の良い高精細の液晶
テレビ、画質の良い高精細のコンピュータ用ディスプレイ等の製造に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】本発明の実施の一形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成を
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【図２】本発明の他の実施の形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成
を示す平面図である。
【図３】本発明のさらに他の実施の形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の概
略構成を示す平面図である。
【図４】本発明のさらに他の実施の形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の概
略構成を示す平面図である。
【図５】本発明のさらに他の実施の形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の概
略構成を示す平面図である。
【図６】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成を示す平面図である。
【図７】図６に示す従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置を、ＲＹＧＢストライプ
配列にそのまま適用した場合の概略構成を示す平面図である。
【符号の説明】
【０１５３】
　１　液晶表示パネル
　２　ソースドライバ（信号配線駆動回路）
　３　ゲートドライバ
１０　ＴＦＴ（スイッチング素子）
１１　液晶表示パネル
１２　ソースドライバ（信号配線駆動回路）
１３　ゲートドライバ
２１　液晶表示パネル
２２　ソースドライバ（信号配線駆動回路）
３１　液晶表示パネル
３２　ソースドライバ（信号配線駆動回路）
４１　液晶表示パネル
４２　ソースドライバ（信号配線駆動回路）
Ｇｎ－１・Ｇｎ・Ｇｎ　走査配線
Ｐｘ　画素
ＳＰｘ　サブ画素
Ｓｎ・Ｓｎ＋１・Ｓｎ＋２・Ｓｎ＋３・…　信号配線
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种有源矩阵液晶显示装置和液晶显示面板，其能
够容易地实现具有大量垂直像素的配置，同时抑制诸如闪烁的显示缺陷
的发生。 解决方案：有源矩阵液晶显示装置连接到多个像素Px，信号布
线Sn·Sn + 1 ...，用于经由TFT 10向子像素SPx提供数据信号，以及TFT 
10的栅电极。 ...和用于将数据信号输出到信号线Sn·Sn + 1 ...的源极驱动
器2，使得像素Px在扫描布线方向上排成一行源极驱动器2被配置为每当
所选择的扫描布线Gn-1·Gn ...改变时，反转要输出的数据信号的极性。
连接到在布线方向上彼此相邻的相同颜色子像素SPx的两个TFT10的栅极
连接到不同的扫描配线。 [选图]图1
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